
課題等対応のための平成２４年１０月の主な動き、取組

１ 厳しい雇用失業情勢への対応（平成２４年８月内容）

有効求人数 27,590人 対前年同月比 13.4%増

有効求職者数 42,631人 対前年同月比 4.9%減

有効求人倍率 0.67倍 対前月 同水準

・引き続き、各種支援事業、求職者支援制度、各種助成金などの活用による就職促進

・引き続き、積極的な求人開拓の実施

・引き続き、雇用調整助成金による雇用維持支援

・円高等に伴う雇用状況への影響把握

２ 高校生のための就職面接会の開催

平成２４年８月末の求人状況は、前年同月を県内求人で 13.2%、県外求人で 36.5%

上回っているものの、県内求人数は県内就職希望者数を下回っており、高校生の早期

の就職内定を促進することを目的として、例年、就職面接会を開催しています。

・開催日時

平成２４年１０月２５日（木） １３：００～１７：００（１２：００から受付）

・開催場所

鹿児島アリーナ（鹿児島市永吉１丁目３０－１）

・平成２５年３月卒業予定者の求人・求職状況（平成２４年８月末）

求人数 県内 1,969 人 県外 26,268 人 合計 28,237 人

就職希望者数 県内 2,339 人 県外 2,121 人 合計 4,460 人

３ 鹿児島県最低賃金額の改定に伴う周知・広報

平成２４年１０月１３日から鹿児島県最低賃金額が６５４円に改定されます。

鹿児島県最低賃金額が改定されると５.８％の労働者に影響を与えると思われるこ

とから、鹿児島労働局では、関係機関、労働者団体及び使用者団体などに周知・広報

を行い、また、事業場に対する最低賃金の監督・指導を実施するなどして、履行確保

を図っていくこととしています。



1 
 

８月の有効求人倍率は０．６７倍で、前月と同水準 
 

 鹿児島県の 8 月の有効求人倍率（季節調整値）は 0.67 倍となり、前月（0.67 倍）と同水準となった。 

 新規求人倍率（季節調整値）は 1.16 倍となり、前月（1.08 倍）を 0.08 ポイント上回りました。 

 新規求人数は前年同月比 10.2％の増と 5 ヶ月連続の増加となりました。 

 産業別では、建設業(1.7％減）は 2ヶ月連続の減少、製造業（5.4％減）は 5ヶ月ぶりに減少、運輸業、郵

便業（9.0％増）は 3 ヶ月ぶりに増加、卸売業、小売業（3.7％増）は 5 ヶ月連続の増加、宿泊業、飲食サー

ビス業（35.9％増）は 20 ヶ月連続の増加、医療、福祉（26.9％増）は 31 ヶ月連続の増加、サービス業

（20.8％増）は 5 ヶ月連続の増加となりました。 

 新規求職者数は前年同月比 12.8％減と 15 ヶ月連続の減少となりました。 

 新規常用求職者について態様別で前年同月比でみると、在職求職者(5.6％減)は 2 ヶ月連続の減少とな

りました。また、離職求職者（8.4％減）は再び減少、無業求職者（33.6％減）は 10 ヶ月連続の減少となりま

した。離職求職者の内訳では事業主都合離職者(6.1％減)は再び減少、自己都合離職者(8.5％減)も再び

減少となりました。 

政府の 9月の月例経済報告では、景気の基調判断を、「景気は、世界景気の減速等を背景として、回復

の動きに足踏みがみられる」とし 2 ヶ月連続で下方修正しました。また、雇用情勢についても、「依然として

厳しさが残るものの、改善の動きが見られる」と 2 ヶ月連続で据え置きました。 

 鹿児島県の雇用情勢は、新規求人数が、高水準で推移している等持ち直しの動きを続けています。一

方で、有効求職者数も依然として高水準にあり、また、円高等による影響も懸念されるところであり、依然

として厳しい面が見られることから、今後の動きには引き続き注視が必要と思われます。 

 鹿児島労働局では、現下の雇用情勢に適切に対応するため、若者・女性・高齢者・障害者の就労促進、

産業構造の変化を踏まえた公的職業訓練の推進、就職困難者等すべての求職者の就労に向けた重層的

なセーフティネットの構築による積極的な就労・生活支援対策の展開等をおこない「全員参加型社会」の実

現に向け、雇用維持や就職支援等に取り組み、今後とも一層効果的な行政の展開に努めてまいります。 
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１０月２５日に 

「高校生のための就職面接会 in 鹿児島」を開催します 

 

 平成 25 年 3 月新規高等学校卒業予定者の就職環境は、8 月末現在

において、県内求人数が 1,969 人、県内就職を希望する生徒が 2,339

人となりました。 

県内求人数が前年同月より 230 人増加し、求人倍率も前年同月を

0.09 ポイント上回り 0.84 倍となりましたが、現在のところ、県内就

職を希望する生徒に見合う求人数には達していない状況です。 

また、例年、未内定者の内訳は県内就職を希望する生徒が多数を

占めるなど、県外を希望する生徒に比べて厳しい環境となっており

ます。 

 このようなことから、鹿児島労働局、ハローワーク、鹿児島県教

育委員会及び鹿児島県では、「高校生のための就職面接会 in 鹿児島」

を以下のとおり開催することとしました。 

 

○ 開催日時 

  平成 24 年 10 月 25 日（木）  13 時 00 分から 17 時 00 分まで 

 

○ 開催場所 

  鹿児島市永吉 1 丁目 30-1 

  鹿児島アリーナ 

 

 

（職業安定部職業安定課） 







１０月１３日から鹿児島県最低賃金額が 

改定されます 

 

 平成２４年８月１６日に開催された第３回鹿児島地方最低賃金審議会（以下

「地賃審」という。）において、平成２４年度の鹿児島県最低賃金改定額につい

て答申が取りまとめられ、現行の最低賃金額６４７円を７円引上げ「６５４円」

とされました。 

 

 鹿児島県最低賃金が改定されると５.８％の労働者に影響を与えると思われ

ることから、鹿児島労働局では、関係機関、労働者団体及び使用者団体などに

周知広報を行い、事業場に対する最低賃金の監督・指導を実施するなど、履行

確保を図っていくこととしています。  

 

 このほか鹿児島県には、特定（産業別）最低賃金として「電子部品・デバイ

ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「百貨店,総合スーパ

ー」、「自動車（新車）小売業」に決められていますが、９月２４日に開催した

自動車（新車）小売業最低賃金専門部会を皮切りに、改定に向けた審議が本格

的にスタートしました。 

 

 （参考）鹿児島県最低賃金額の推移 

 

 

 

 

 

 

（労働基準部賃金室） 

 

改定年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

鹿児島県 

最低賃金額 

（発効日） 

 

６２７円 

(20.10.18) 

 

６３０円 

(21.10.14)

 

６４２円 

(22.10.28)

 

６４７円 

(23.10.29) 

 

６５４円 

(24.10.13)



654
［発効日］平成24年10月13日※特定の産業には特定（産業別）

最低賃金が定められています。

円

最低賃金に関するお問い合わせは鹿児島労働局または最寄りの労働基準監督署へ

厚生労働省ホームページウェブで最低賃金がチェックできます。
http://www.mhlw.go.jp/
最低賃金に関する特設サイト

http://www.saiteichingin.info/最低賃金制度 検 索

円647鹿児島県のこれまでの最低賃金

時間額

鹿児島県で働くすべての方へ。

最低賃金

WEBで
チェック
しよう！

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

意識したことありますか？



支払われる賃金※と最低賃金額を次の方法により比較します。
（1）時間給の場合
　  時間給≧最低賃金額（時間額）
（2）日給の場合
     日給÷１日平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
　  ただし、日額が定められている特定（産業別）最低賃金が　
　  適用される場合には、日給≧最低賃金額（日給）となります。
（3）月給の場合
     月給÷１か月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
（4）上記（1），（2），（3）の組み合わせの場合
例えば、
・基本給が時給制
・各手当（職務手当など）が月給制
などの場合は、それぞれ上記（1），（3）の式により時間額に換算
し、それを合計したものと最低賃金額（時間額）と比較します。

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

WEBで
チェック
しよう！

最低賃金はすべての人に
適用されるのですか？

最低賃金額以上となっているかをどのように確認するのですか？

最低賃金額より低い賃金を労働者と
使用者が合意の上で定めた場合は
どうなりますか？

賃金は最低賃金額以上になっていますか？

最低賃金制度とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低限
度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わな
ければならないとする制度です。また、最低賃金には、
「地域別最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」があります。

地域別最低賃金はすべての労働者の賃金の最低
限を保障するセーフティネットとして、常用・臨
時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼
称にかかわらず、原則としてすべての労働者とそ
の使用者に適用されます。

最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最
低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定め
をしたものとみなされます。

※ 最低賃金額との比較にあたって次の賃金は算
入しません。

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞
与など）

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支
払われる賃金（時間外割増賃金など）

④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われ
る賃金（休日割増賃金など）

⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して
支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金
の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）

⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当



１０月１日から７日は全国労働衛生週間です 

 

 １０月１日から７日までの１週間は、平成２４年度全国労働衛生

週間です。 

 全国労働衛生週間は、本年度で第６３回目となりますが、「心とか

らだの健康チェック みんなで進める健康管理」をスローガンに、

各事業場における労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識

の高揚、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、事業者及び

労働者が連携・協力しつつ、本週間中に実施していただきたい次の

事項について、９月の準備期間に県内２０箇所で説明会を開催しま

した。 

 

 １ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

 ２ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 

 ３ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

 ４ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災

害を想定した実地訓練等の実施 

 ５ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標

語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施 

 

 なお、鹿児島労働局でも、本週間へ向け、労働衛生広報資料等の

作成、配布などを行っていますが、定期健康診断の有所見率改善へ

の取組の一つとして、９月の準備期間及び本週間中に、県内の労働

者数１００名以上の事業場を中心に、有所見者率の改善に向けた取

組の推進と労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置の徹底に

ついて「健康づくりアンケート」を実施しています。 

 このアンケート結果の概要については、取りまとめ後、公表を予

定しています。 
 

（労働基準部健康安全課） 



鹿 労 基 発 第 １ ０ ７ 号 
平成２４年９月１８日 

  
 事 業 者 殿 

  
 
                    鹿児島労働局労働基準部長 

 
                            

健康づくりアンケートの実施について 

 
 
 時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 
 また、日頃より労働基準行政の運営に御理解と御協力を賜り感謝申し上げま

す。 
さて、当局管内における定期健康診断の有所見率は、平成１４年から全国平

均を上回っており、平成２３年も５２．７８%と受診者の半数以上に何らかの所

見が見られるところです（裏面参照）。 
そこで、鹿児島労働局では１０月１日から 7 日までの全国労働衛生週間及び

準備期間（９月１日～９月３０日）を中心に、有所見者率の改善に向けた取組

の推進（別紙１参照）のため、労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置

（別紙２参照）の徹底をはじめとする具体的な事項についての説明会及び広報

など各種取組を行っているところです。 
つきましては、今年度も職場における健康管理状況を把握し、今後の労働衛

生対策に反映させるため、県内の労働者数１００名以上の事業場を中心に標記

アンケートを実施することといたしましたので、御協力いただきますようお願

いいたします。 
なお、御記入いただいたアンケートにつきましては、１０月１０日までに郵

便又はＦＡＸ等により下記あて御提出いただきますよう併せてお願いいたしま

す。 
 おって、経年的な統計を必要としているため、アンケート項目は前年度と同

じ内容となっております。 
記 

＜アンケート提出先＞ 
〒892－0816 鹿児島市山下町１３－２１鹿児島労働局労働基準部健康安全課 
 電話：099－223－8279  ＦＡＸ：099－223－0575 

写 



定期健康診断受診者数及び有所見者数の推移（平成１４年～平成２３年）

鹿児島労働局
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健 康 づ く り ア ン ケ ー ト 

郵送先 ： 〒８９２－０８１６  鹿児島市山下町１３－２１ 鹿児島労働局労働基準部健康安全課 
Ｆ Ａ Ｘ ： ０９９－２２３－０５７５                 （電話：０９９－２２３－８２７９） 

   平成２４年１０月１０日（水）までに送付してください。    

事業場名  電話番号        －       －     

所 在 地  労働者数                     名 

担当部署 課             係 担当者名  

 

  １ 定期健康診断における有所見者についての、医師からの意見聴取を行っていますか。       （はい・いいえ） 

  ２ １の医師からの意見に基づき、労働時間の短縮、作業の転換等の事後措置を実施していますか。（はい・いいえ） 

  ３ 定期健康診断の結果を労働者へ通知していますか。                            （はい・いいえ） 

  ４ 定期健康診断の結果に基づき、医師又は保健師による保健指導を実施していますか。       （はい・いいえ） 

  ５ 保健指導は、有所見の改善に向けて、食生活等の指導、健康管理に関する情報の提供等の充実を図っています 

か。                                                           （はい・いいえ） 

  ６ 労働者は、定期健康診断の結果及び保健指導を利用した健康の保持のための取組を実施していますか。 

                                                      （はい・いいえ・把握していない） 

  ７ 保健指導等において示された労働者自身が取り組むべき事項（食生活の改善等に取り組むこと）を着実に実施す 

るよう指導していますか。                                             （はい・いいえ） 

  ８ 労働者に対して、健康教育を実施していますか。                              （はい・いいえ） 

  ９ 労働者に対して、健康相談を実施していますか。                              （はい・いいえ） 

  10 労働者は、健康教育等を利用した健康の保持増進に努めていますか。      （はい・いいえ・把握していない） 

  11 健康教育等の対象は、有所見者のみならず、毎年、検査値が悪化するなどの有所見者となることが懸念される 

者も対象としていますか。                                             （はい・いいえ） 

  12 労働者に対する保健指導、健康教育等においては、個々の労働者の状況に応じて、労働者が取り組むべき具体 

的な内容(栄養改善、運動等に取り組むこと)を示していますか。                     （はい・いいえ） 

  13 ６及び１０の労働者の取組について、取組状況を把握し、必要に応じて指導を行っていますか。 （はい・いいえ） 

  14 事業場が健康づくりのため取り組むべき事項について計画を作成していますか。          （はい・いいえ） 

  15 毎月、産業医が職場巡視を行う日などにおいて、事業者は取組の実施状況の確認、健康相談等を行っています 

か。                                                           （はい・いいえ） 

  16 全国労働衛生週間及びその準備期間において、重点的に、社内誌、講演会、電子メール、掲示等による労働者 

への啓発、自主点検等を活用した取組状況の点検、健康相談、健康教育等を実施していますか。（はい・いいえ） 

  17 個々の労働者を対象に、保健指導等の内容、労働者自身の取組状況、定期健康診断の結果を基に、取組事項 

の実施状況等の評価を行っていますか。                                    （はい・いいえ） 

  18 事業場全体の取組事項の実施状況等を評価し、今後充実強化すべき事項等を今後の計画に反映させる予定で 

すか。                                                          （はい・いいえ） 

  19 独自の取り組みや成功事例等がありましたらご記入ください。  
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